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第五次千葉県障害者計画（素案）袖ヶ浦福祉センター関係抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
【Ⅰ 現状・課題】 

強度行動障害のある人に対する支援については、千葉県袖ヶ浦福祉センターにおい

て、県立施設としての役割を明確にするため、民間施設で支援が困難な人を受け入れる

という方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、

組織・人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたと指摘されていま

す。 
今後は、県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を図るとと

もに、千葉県袖ヶ浦福祉センターからの支援ノウハウの情報発信やセンターと民間施設と

の連携についても検討する必要があります。 
 
【Ⅱ 取組みの方向性】 

④ 強度行動障害のある人に対する支援については、「強度行動障害のある方への支援

体制構築事業」及び「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果や課

題、また、千葉県袖ヶ浦福祉センター利用者の地域移行に向けた取組状況を踏まえ、

「強度行動障害のある方への支援のあり方検討会」において、障害者支援施設（入所

施設）で支援が必要な人や支援のあり方についての考え方、障害者支援施設（入所施

設）のバックアップ機能の向上について検討します。 

また、千葉県袖ヶ浦福祉センターと民間施設等との連携を強化するとともに、研修の

充実により人材育成を進め、民間法人により、県内各地で強度行動障害のある人への

支援を実施する体制の構築を図ります。 

 

 
 
 
○千葉県袖ヶ浦福祉センター 

千葉県袖ヶ浦福祉センターは、福祉型障害児入所施設（養育園）、障害者支援施設

（更生園）等によって構成されています。主に知的障害のある子どもには、自立した生活

に向け、必要な知識・技能を提供し、知的障害のある人には入浴・排せつ・食事等の介

護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しています。 

施設の管理運営については、平成１８年度に従前の管理委託制度から指定管理者

制度に移行し、社会福祉法人千葉県社会福祉事業団が指定管理者として管理運営を

行っています。また、千葉県行財政システム改革行動計画の見直し方針を踏まえ、平

（５）入所施設の有する人的資源や機能の活用 

（６）県立施設のあり方 
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１入所施設から地域生活への移行の推進 
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成１６年から更生園利用者の地域移行の促進と入所定員の削減を行い、強度行動障害

等の障害が重く支援が困難であったり、手厚い介護や特別な健康管理を必要とする知

的障害のある人への支援に特化した、施設入所支援、生活介護、短期入所の障害福

祉サービスを提供してきました。 

養育園では、平成２５年１１月に利用者が死亡する事件が発生し、県が立入検査を実

施したところ、複数人の職員が、複数の利用者に対して、それぞれ暴行を行っていたこ

とが確認され、県では、問題の全容を究明するため、平成２６年１月に外部の有識者に

よる「千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会（第三者検証委員会）」を設置

しました。 

第三者検証委員会は、千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事件問題、千葉県

袖ヶ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団のあり方について検証を重ね、平成

２６年８月７日に最終報告（答申）を県に提出しました。最終報告（答申）では、虐待の主

な原因とそれに関する提言や、センター・事業団の指導監督等に関する県の責任につ

いて、また、今後のセンター・事業団のあり方及び同年３月から派遣してきたパーソナル

サポーターの派遣などの県や外部による重層的なチェックシステムの構築についての

提言がまとめられました。 

虐待問題の主な要因として、千葉県袖ヶ浦福祉センターは、更生園利用者の地域移

行を進めてもなお、総定員１７０名の大規模施設であり、県内各地から最重度の利用者

が集中した結果、利用者本位のきめ細かな支援がなされないばかりか、地域や保護者

との関係も薄れ、県や外部のチェックも働かず、虐待のリスクを増長していたとも指摘さ

れています。 

また、施設の構造として、居室等の生活空間が奥まったところにあり、職員も管理しに

くく、外部の目が入りにくい閉鎖性があると指摘されています。 

今後は、最終報告（答申）で示された方向性に沿って、虐待のリスクを極小化し、個々

の利用者に合った適正な支援を確保するため、支援のあり方を大規模集団ケアから少

人数を対象としたきめ細かなケアに転換するとともに、組織・人材マネジメントが機能す

るための施設規模とする必要があります。 

なお、利用者の地域移行については、一定の推進が図られてきたものの、更生園で

の「強度行動障害支援事業」により行動改善が図れてきた強度行動障害のある人につ

いて、３年間で他の民間施設又は地域に移行するという目標は達成されませんでした。

この事業の利用者の移行が進まない原因として、民間施設では配置職員数の確保や

生活環境の整備等の面で受入れが困難と判断されたこと、千葉県袖ヶ浦福祉センター

と民間施設・地域との連携が進んでいなかったことが挙げられます。 

利用者の民間施設や地域への移行を進めるに当たっては、利用者に合った支援が

受けられる移行先の選定・調整や、受入側の支援体制の確保、利用者・保護者への十

分な情報提供や不安の解消に関して、県が積極的に支援することに加え、関係者が一

体となって取り組む必要があります。 
 
【Ⅱ 取組みの方向性】 

○千葉県袖ヶ浦福祉センター 
① 指定管理者制度を含めた施設の運営方法については、平成 29 年度末までを「集中見
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直し期間」として（福）千葉県社会福祉事業団を指定管理者とし、県が運営に積極的に関

与し、民間団体の協力を得つつ、（福）千葉県社会福祉事業団にも見直しへの取組を促

すとともに、パーソナルサポーターの派遣など県や外部による重層的なチェックシステム

の構築を図ります。 

また、集中見直し期間中に民間法人が千葉県袖ヶ浦福祉センターの運営に参入しや

すい環境整備を行い、それまでの指定管理者制度の運用を見直します。具体的には、養

育園・更生園の一体運営の見直し・分割を図ることにより、小規模ケアとガバナンスが徹底

された民間法人の参入を促します。 

これらの見直しの実効性を確保するため、外部の第三者の評価を受けながら、進捗管

理を行います。 

なお、集中見直し期間終了後の運営形態については、千葉県袖ヶ浦福祉センターの

運営状況や民間法人の動向を見て検討する必要があります。 
 
② きめ細かなケアを進め、個々の利用者に合った暮らしを確保するため、千葉県袖ヶ浦福

祉センター利用者の民間施設や地域への移行を推進し、定員規模を現行の半分程度に

縮小することを目指すとする第三者検証委員会の答申に沿って移行を進めます。 
  具体的には、民間施設団体やその他の団体等関係者の協力を得ながら、計画的に受

入側の支援体制を確保します。また、利用者・保護者に対する十分な情報提供や助言に

より、利用者・保護者の理解を得ながら、個々の特性に合った適切な支援が受けられる移

行先の選定・調整を行います。 
 
③ 施設の閉鎖性の解消のため、利用者の障害特性に応じた開放的で明るい住環境・生

活空間となるよう、施設整備等により改善を図るとともに、外部の目が入りやすく、個々の

利用者に合った適正な支援が可能となる施設のあり方を検討します。 
 
④ 目指すべき方向性として、養育園は、県立施設の公的責任として、被虐待児童のシェル

ター機能（セーフティネット機能）や、保護者と利用者、地域をつなげる相談・療育支援な

どの機能・役割を、また、更生園は、当面、県立施設として、民間のモデルとなる強度行

動障害支援等拠点としての機能・役割を果たします。 
 
【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

12 
千葉県袖ヶ浦福祉センタ

ーの必要入所定員総数 
１７０ ― ― ９０※ 

※ 平成 29 年度末までの県立袖ヶ浦福祉センターの入所者の受入れ先の施設等 

の整備後の平成 30 年度 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人への虐待をいかに未然に防ぐか、ということも課題の一つとなります。特に、

千葉県袖ヶ浦福祉センターで発生した虐待事件の検証結果によると、施設虐待の防止には

施設の閉鎖性の解消が重要であるとされています。 

 
【Ⅱ 取組みの方向性】 

⑦ 千葉県において発生した、千葉県袖ヶ浦福祉センターをはじめとした障害者関連施

設における虐待を教訓とし、虐待等が発生した場合にどのように対応すべきか、施設関

係者や市町村の虐待防止センター職員を対象とした研修を実施し、支援者の気づきを

高めるよう努めます。また、障害者関連施設において、虐待発生時に速やかに被虐待

者の安全を確保するためのネットワーク整備を含めた体制整備に努めます。 
 

（２）地域における権利擁護体制の構築 

３ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 


